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(57)【要約】
　脊柱再建デバイスは、少なくとも２つの骨表面係合部分であって各々が脊椎骨部分への
固定用の少なくとも２つの骨表面係合部分と、該２つの骨表面部分の間に置かれ、それら
の間に動きを提供するデバイスの可動部分と、脊柱の再建用に所定の位置方向に前記骨表
面係合部分をおおむね固定する動き制限部分とを含んで開示されている。



(2) JP 2008-505708 A 2008.2.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの骨表面係合部分であって、各々が個々の脊椎骨部分への固定用の少な
くとも２つの骨表面係合部分と、
　前記２つの骨表面係合部分の間に置かれ、それらの間に動きを提供する可動部分と、
　脊柱の再建用に所定の位置方向に前記骨表面係合部分をおおむね固定する動き制限部分
と、
　を備えることを特徴とする脊柱再建デバイス。
【請求項２】
　各骨表面係合部分は、組織の内部成長用に複数の孔を有することを特徴とする請求項１
に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項３】
　前記骨表面係合部分は、前記骨部分への該デバイスの固定用の突起を含むことを特徴と
する請求項１に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項４】
　骨の内部成長用の通路を有するプレート部分を更に備えることを特徴とする請求項１に
記載の脊柱再建デバイス。
【請求項５】
　プレート部分であって、該プレート部分を骨部分の一つに固定するための留め具用の通
路を有するプレート部分を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の脊柱再建デバイ
ス。
【請求項６】
　ジョイントプレート表面が形成されたプレート部分を更に備えることを特徴とする請求
項１に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項７】
　関節式ジョイントを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項８】
　前記関節式ジョイントは凹形および凸形表面を備えることを特徴とする請求項７に記載
の脊柱再建デバイス。
【請求項９】
　前記関節式ジョイントは、ヒンジ・ジョイント、ピボット・ジョイント、プレーナー・
ジョイントの内の１つから選択されることを特徴とする請求項７に記載の脊柱再建デバイ
ス。
【請求項１０】
　前記関節式ジョイントは、ボールおよびソケット・ジョイントを備えることを特徴とす
る請求項７に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項１１】
　エラストマー系ジョイントを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の脊柱再建デバ
イス。
【請求項１２】
　前記可動部分は、バルーンを含むことを特徴とする請求項１に記載の脊柱再建デバイス
。
【請求項１３】
　前記可動部分は、スペーサあるいはインサートを備えることを特徴とする請求項１に記
載の脊柱再建デバイス。
【請求項１４】
　前記動き制限部分は、埋め込みの前、その間、あるいはその後に配置され得ることを特
徴とする請求項１に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項１５】
　前記動き制限部分は、位置決め止め部あるいはロックを備えることを特徴とする請求項
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１に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項１６】
　前記位置決め止め部あるいはロックは、ウェッジあるいは傾斜が付けられたリングを備
えることを特徴とする請求項１５に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項１７】
　前記位置決め止め部あるいはロックはバルーンを備えることを特徴とする請求項１５に
記載の脊柱再建デバイス。
【請求項１８】
　前記位置決め止め部あるいはロックは、固定支柱あるいは調節可能な支柱、ロッキング
・タブ、またはプレートを備えることを特徴とする請求項１５に記載の脊柱再建デバイス
。
【請求項１９】
　前記動き制限部分は、接着剤あるいは他の結合剤を備えることを特徴とする請求項１に
記載の脊柱再建デバイス。
【請求項２０】
　前記動き制限部分は、骨あるいは骨代替物を備えることを特徴とする請求項１に記載の
脊柱再建デバイス。
【請求項２１】
　前記インプラントの少なくとも一部は、生体吸収可能であることを特徴とする請求項１
に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項２２】
　骨部分を癒合するための脊柱再建デバイスであって、
　骨表面係合部分が形成された上部および下部プレート部分と、
　所定の方向に前記プレート部分を位置付ける可動部分と、
　前記所定の方向に該デバイスの該骨表面係合部分をロックする動き制限部分と、
　を備えることを特徴とする脊柱再建デバイス。
【請求項２３】
　前記プレート部分は、一方の骨部分から別の骨部分までそのデバイスの中へあるいはそ
れを通して成長することを骨に許すように通路を備えることを特徴とする請求項２２に記
載の脊柱再建デバイス。
【請求項２４】
　前記動き制限部分は、前記プレート部分の間に位置付けられることを特徴とする請求項
２２に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項２５】
　前記動き制限部は、ねじあるいはロッキング歯によって取り付けられることを特徴とす
る請求項２２に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項２６】
　前記動き制限部は、取り外し可能、あるいは体によって吸収可能であることを特徴とす
る請求項２２に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項２７】
　前記可動部分は、前記上部および下部プレートの間に位置決められる挿入可能なスペー
サを備えることを特徴とする請求項２２に記載の脊柱再建デバイス。
【請求項２８】
　少なくとも個々に骨表面係合部分が形成された上部および下部プレート部分であって、
２つの脊椎の間の椎間空間における個々の脊椎骨部分への固定用の上部および下部プレー
ト部分と、
　前記骨表面係合部分の間に置かれ、それらの間に動きを提供する可動部分と、
　所定の方向に前記骨表面係合部分をおおむね固定する、互換性のあるあるいは取り外し
可能な動き制限部分と、
　を備えることを特徴とする脊柱再建デバイス。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、骨格再建デバイスに関する。　
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　この出願は、２００４年７月９日に出願され、そして「骨格再建デバイス」と表題を付
けられた米国仮出願第６０／５８７，０７２号の利益を主張し、それの明細はそっくりそ
のまま参照により本願に組み込まれる。
【０００３】
　新奇な骨格再建インプラントの幾つかの実施形態は、ここに論じられ、且つ、説明され
る。そのインプラントは、一般的に、可動部分と、プレート部分と、そして動き制限部分
とからなっている。
【０００４】
　そのインプラントの主要な実施形態は、脊柱再建に役立つ。しかしながら、そのデバイ
スは、２つの骨あるいは骨部分を結合するのが望まれるのがどこであろうとも、非脊柱の
整形外科の用途にも使われ得る。背骨の用途において、そのデバイスの可動部分は、通常
の脊柱前弯や脊柱後弯を元に戻すように矢状面で、および／または、脊柱側弯の変形を直
すように冠状面で、種々の角度を取れるように調節され得る。そのデバイスは、また、長
手方向軸または横断面に沿って調節されても良い。好ましくは、その可動部分は、そのプ
レート部分の骨表面係合部分に、生理学的な脊椎湾曲内で、全ての面の任意の角度に調整
されることを可能にする。また、その可動部分が、選択された動きのみ、例えば、漸進的
変化で、単一の面のあちこちにあるいは単一の軸の周りの動きのみを許可するように、動
き制限部分によって制限され得る。好ましい実施形態において、動き制限部分は、可動部
分によって可能にされた別の全ての動きを概して妨げるあるいはロックアウトするように
形成され得る。この完璧なロックモードは、骨部分間の癒合が望まれるとき、特に役立つ
。
【０００５】
　可動部分で生じる相対運動は、インプラントの第１骨表面係合部分と第２骨表面係合部
分との間に多数の可能な角度方向および並進方向を与える。この動きは、そのデバイスを
、可変角あるいは多位置の再建デバイスとして特徴付ける働きをする。好ましい実施形態
において、角度あるいは位置に関するこの変化は、そのインプラントが設置されている骨
部分の独特の生理学的な向きに適合するべく、原位置で調整可能である。
【０００６】
　例えば、そのデバイスが２つの脊椎の間の椎間空間に用いられるならば、患者の脊柱の
脊椎骨部分の独特の湾曲に適合するように、可動部分が骨表面係合部分を正しい方向に合
わせながら、上部プレート部分および下部プレート部分は、最初に、その椎間空間の中に
差し込まれ得る。次に、外科医は、この方向に骨表面係合部分を固定するように動き制限
部を選択することが出来る。例えば、そのデバイスが、脊椎骨部分の間に５度の脊柱前弯
角度および０度の脊柱側弯角度を有する第４番および第５番腰椎間の患者の脊柱に用いら
れるならば、外科医は、そのデバイスの骨プレート部分間に取り付けられ且つそれらを固
定するように、これらのほぼ同じ角度の特徴を有する動き制限ウェッジを選択することが
出来る。そして、この動き制限ウェッジは、生理学的な脊椎湾曲に適合する方向に、イン
プラントを固定する働きをするだろう。この目的に向かって、動き制限部は、それが互換
性があり、且つ、取り外しが利くように、形成され得る。
【０００７】
　外科医は、骨部分間の生理学的な空間に適合するようにインプラントを動かすために動
き制限部を用いたくない場合がある。代わりに、動き制限部は、骨部分の間に所定の治療
上の角形成あるいは向きを生じさせるように用いられ得る。例えば、問題のある脊柱側弯
を正常な状態に戻すべく、外科医は脊柱側弯を無理やり正常な状態に戻す動き制限ウェッ
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ジを選択することが出来る。いずれにせよ、インプラントの骨表面係合部分は、動き制限
部分によって様々な方向に調整され得る。
【０００８】
　典型的に、インプラントのプレート部分は、骨部分と相互作用する、そしてそのインプ
ラントの可動部分および／あるいは動き制限部分と相互作用するそのインプラントの特徴
を設置するための基盤として働く。そのプレート部分は、骨部分につなぐための骨表面係
合部分を有する。プレート部分は、また、骨組織のような内部成長する組織に適した多孔
質表面を有することができる。各骨表面係合部分は、一体とさせるべく骨部分の表面に突
き出るスパイク、ペッグ、キール、あるいは他の突起を含むことが出来る。その多孔質表
面および突起部は、むき出しの骨部分へプレート部分を取り付けるのを支援して、それら
の間の動きを妨げ、そしてその骨にプレート部分を固定する。最良のフィットを目的とし
て、プレート部分の骨表面係合部分は、接続する骨部分の形状を補うように、起伏を付け
られ、あるいは形作られ得る。それ故、骨表面係合部分は、平らであり得、凹状にあるい
は凸状に湾曲状にされ得、あるいは、骨部分に対して補うあらゆる他の形状を呈し得る。
【０００９】
　ジョイントプレート表面は、骨部分と直接的に相互作用しないプレート部分の一部に位
置付けられる。このジョイントプレート表面は、インプラントの可動部分の構成要素を補
うあるいはそれであるように形状付けられる。例えば、そのジョイントプレート表面は、
凸形ジョイントスペーサとボールジョイントを作るように、あるいは別個のプレート部分
に形成された対向する凸形表面とボールジョイントを作るように凹形の外形を有すること
が出来る。
【００１０】
　各デバイスのプレート部分は、周囲の骨質量の多い骨部分にそのデバイスを固定するよ
うに、骨ねじのような留め具に適した開口あるいは他の構造を含むことが出来、あるいは
、一体化された留め具を含むことが出来る。
【００１１】
　そのインプラントの可動部分は、幾つかの様々な種類のジョイントを形成し得る。例え
ば、そのジョイントは、ボールおよびソケット・ジョイント、ヒンジ、あるいは他のバリ
エーションの対になった凹凸のジョイントのような関節式ジョイント、２つのプレート部
分間に置かれたエラストマーのようなエラストマー系ジョイント、ピボット・ジョイント
、プレーナー・ジョイント、あるいは液体入りバルーンまたは気体入りバルーンを組み込
んだジョイント、あるいはそれらの任意の組み合わせであり得る。可動部分で生じるその
動きは、インプラントの骨表面係合部分間に多数の可能な角度方向および並進方向を与え
る。
【００１２】
　可動性ジョイントの形態は、凹形、凸形、あるいは凹形および凸形の組み合わせの、プ
レート部分の各々に形成されたジョイント表面部分を含む外形あるいは構造を有し得る。
インプラントのスペーサ部分では、プレートのジョイント表面部分の湾曲に概して適合す
る凸形あるいは凹形の表面部分がスペーサ部分の表面に形成される。スペーサ部分が２つ
のプレート間に据えられた状態で、２つの関節式ジョイントが形成される。合わせられる
凹形および凸形のジョイント表面部分の半径は、一致し得るか、不一致にされ得る。それ
らの半径が不一致にされている場合、どちらか一方の半径がその他方よりも大きいとはい
え、凹形表面の半径は、凸形表面の半径よりも概して大きい。別のジョイントの境界面の
外形は、プレート部分の一方に凹形の内側ジョイントプレート表面部分、そして他方のプ
レート部分に凸形の内側ジョイントプレート表面部分を含む。これらのジョイントの境界
面の外郭を連結することは、その２つのプレート間に関節式ジョイントを形成する。
【００１３】
　動き制限部分は、所定の方向にインプラントの骨表面係合部分を固定するためにあるい
は所定の範囲の動きにそれらの相対的な動きを少なくとも制限するために用いられ得る。
動き制限部の型式に応じて、それは、デバイスの他の部分の埋め込みの前、その最中、あ
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るいはその後、挿入されあるいは別の方法で配置され得る。動き制限部は、プレート部分
あるいはスペーサ部分の内部のようなインプラントの一部の中に組み入れられ得る。しか
しながら、動き制限部は別個のパーツであり、それ故に、インプラントのその他の部分が
配置され、骨部分間の方向が再確認された後で、外科医の都合のよいときに用いられ得る
のが好ましい。
【００１４】
　動き制限部は、位置決め止め部あるいはロックの形式であり得る。止め部部分は、イン
プラントの可動部分による動きを妨げるように形成される。そして、インプラントの骨表
面係合部分の最終位置方向は、その止め部の形状および／または位置によって定められる
。止め部の外形あるいは構造は様々であり得、幾つかの例は、固定した位置あるいは制限
された運動位置にプレート部分を支持することができる、ウェッジ、傾斜が付けられたリ
ング、硬化型ポリマーのような圧縮できない材料で満たされたバルーン、表面間の動きを
妨げるべく所定の凹部の中に飛び出すスプリングピンあるいは別のやり方で配置可能なピ
ン、動きのために生じることが必要とされる可動部分内のスペースをふさぐ柱部あるいは
カム、あるいはプレートのような成形インサートを含む。そのような止め部は、幾つかの
異なる方法でインプラントに固定されあるいは取り付けられあるいは結合され得る。いく
つかの例は、インプラントへの割り込み、歯の係合、ねじ止め、スナップはめ、カミング
、あるいはロッキングを含む。その止め部は、別個のアタッチメントを必要としないよう
に、インプラント内部に格納され得る。
【００１５】
　別の動き制限部あるいはレストリクターの実施形態は、プレート部分間に配置される少
なくとも１つの支柱を用いる。その支柱は、長さに関して固定され得あるいは調節可能で
あり得、所望の長さに設定された後、固定される。その支柱は、プレート部分の角のある
部位を制御するべくプレート部分に接続され得、様々な方法でプレート部分に接続され得
、あるいは別のやり方で固定され得る。例えば、ねじ山あるいはボールとソケットとの連
結は、プレート部分に支柱を接続し得る。ねじ山を用いるならば、可変角ねじ山が好まれ
る。
【００１６】
　動き制限部は、また、所定の位置に可動部分をロックするべく、接着剤あるいはリン酸
カルシウムの骨セメントのような他の結合剤を含み得る。例えば、そのような剤は、ジョ
イント表面部分間で、互いに固定関係状態にそれらを固着するべく、用いられ得る。同様
に、幾つかの他の生体適合性材料のほかに、動き制限部分は、骨あるいは骨代替物、ある
いは骨の成長を高めるか骨成長用の路を提供する他の物質で作られ得る。一例は、組み換
え骨形成タンパク質（ＢＭＰ）である。適したＢＭＰを材料として動き制限部を形成する
ことによって、その材料は統合を強め、動作制限デバイスとして作用する。代わりに、そ
の動き制限部は、コラーゲンをベースにした母材で作られ得る。
【００１７】
　インプラントの動き制限部は、吸収可能な骨代替物あるいはポリマーのような生体吸収
可能な材料で作られ得る。この材料の利点を表す一例は、再建デバイスが動き保存を遅ら
せるために使われているとき、生じる。例えば、治療の初期段階のとき、手術場所で固定
の期間があるのが、脊柱再建手術後にしばしば好まれる。それ故、それは椎間動き保存デ
バイスを有するという利益であり、それは動きに関して当初はロックされあるいは制限さ
れているが、治療が進むにつれて、そのうちに、さらなる動きを可能にするだろう。生体
吸収可能な動き制限部を利用することによって、再建デバイスは所定の固定されたあるい
はロックされた方向に埋設され得る。しかしながら、動き制限部は吸収されるので、再建
デバイスは、所定量の動きを回復し、脊椎骨部分間で動き保存デバイスとして働くだろう
。そのようなデバイスは、体の他のジョイントで同様に使われ得る。
【００１８】
　安全面の特徴として、インプラントの可動部分は、正常に機能する椎間板をまねるよう
に設計され得る。それ故、動き制限部の故障あるいは欠如は、インプラントの故障を達成
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することをもたらさない。この場合、働きバックアップモードで、インプラントは、その
長いあるいは短い期間に関して、あるいはインプラントの至るところで癒合が生じるまで
、正常な人間の板に対応する動き保存デバイスとして適切に働く。
【００１９】
　インプラントが複数セグメントの脊椎本体の返還のために使われる場合、各セグメント
は可動部分を含み得るので、各セグメントにおいて１つの脊椎本体の他の脊椎本体に対す
る動きあるいは方向は調整され得る。
【００２０】
　インプラントの部分は、インプラントを通して一方の骨部分から別の骨部分まで成長す
るのみならず、骨にインプラント内へ成長することを許容するように、孔をあけられ得、
あるいは別のやり方で通路を有し得る。これらの通路があるとき、これらの通路は骨部分
間での最良の癒合を獲得することを支援する。
【００２１】
　インプラントは、様々な生体適合性材料から製造され得る。これらの材料の包括的なリ
ストは、ＰＥＥＫ、他の生体適合性ポリマー、骨あるいは骨代替物、ＢＭＰｓ、ステンレ
ス鋼製合金、コバルト・クロム、チタンおよびチタン合金、あるいはこれら材料の組み合
わせを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１の実施形態は、インプラント１００の可動部分１５０を示す。可動部分１５０は、
典型的に、骨表面係合部分１１０、１２０間に設置され、各骨表面係合部分１１０、１２
０の間の少なくとも１つの面におけるあるいは少なくとも1つの軸周りの動きを円滑にす
る。インプラント１００の可動部分１５０によって提供されるその動きは、骨表面係合部
分１１０、１２０と骨部分１６０との間の面接触を最大限にするべく、骨表面係合部分１
１０、１２０に、骨部分１６０に調和するように特定の方向へ向くことを可能にする。こ
の面接触のための面を最大にすることは、多孔質表面１４０の中へ大いに骨が内部成長す
ることを助け、結果として、骨表面係合部分１１０、１２０および骨部分１６０との間の
より強い固着を助ける。多孔質表面１４０および骨表面係合部分１１０，１２０の両方は
、上部および下部プレート部分１７０、１８０に形成され得る。
【００２３】
　インプラントが関節式ジョイントを形成する場合、そのジョイントは、幾つかの異なる
外形あるいは構造を有し得る。この発明（図1および２に注目）によると、脊椎統合イン
プラント１００の１つの実施形態は、異なる骨部分への固定用に、第１骨表面係合部分１
１０と第２骨表面係合部分１２０とを含む。これらの骨表面係合部分１１０，１２０は、
上部プレート部分１７０および下部プレート部分１８０に形成される。ジョイントプレー
ト表面１９０もまた上部プレート部分１７０および下部プレート部分１８０に形成され、
補完ジョイントスペーサ表面２００はジョイントスペーサ２１０に形成される。この実施
形態において、ジョイントの動きは各ジョイントプレート表面１９０とジョイントスペー
サ表面２００との間に２つの様態を生じ得る。
【００２４】
　この実施形態における動き制限部分２２０は、上部制限部２４０および下部制限部２５
０を備える。この実施形態の制限部２４０、２５０はリング状であるけれども、それらが
所望の方向にプレート部分１７０、１８０を最終的に支持し、あるいは固定し、あるいは
ロックするならば、それらは多数の外形を有し得ることが留意される。示されているよう
に、この場合、ジョイントスペーサ２１０の受け溝２６０に保持隆起部２８０を噛み合わ
せる前に、制限部２４０、２５０の弾性圧縮を許容するべく、これらの制限部２４０、２
５０は割れ壁２７０を含み得る。その割れ壁２７０は制限部２４０、２５０として必ずし
も必要ではなく、保持隆起部２８０は受け溝２６０の中へのスナップはめのために所定の
大きさに作られ得る。制限部２４０、２５０は、ねじ接続あるいは押して回す差し込み式
の接続のような多くのその他の形式の接続を利用することができる。また、この実施形態
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では、そのデバイスの他の構成要素に対する制限部２４０、２５０の回転あるいは他の動
きを妨げるべく、制限部２４０、２５０が、ロッキング・タブ２３０およびロッキング凹
部２９０、あるいは他の形式の突起あるいは特徴を含み得ることが留意される。
【００２５】
　動き制限部２２０は好ましい角度αに傾斜させられている（図２）。この癒合デバイス
一式は、複数の互換性のある動き制限部２４０、２５０を含み得、各々は角度αに関して
それぞれに異なる値に傾斜させられている。そのような傾斜付けは、１つの面よりも多い
面において生じ得る。様々な所定角度に傾斜付けられた動き制限部２２０の適当な組み合
わせは、そのインプラントに、骨部分１６０間の角度βにベストマッチすることを可能に
する。ある一式は、異なる患者に対して必要性が変わることに起因して、要望どおりの様
々な大きさおよび厚みに関するデバイスの他の構成要素をまた含み得、インプラントの挿
入用の道具を含み得る。脊椎癒合インプラント１００は、骨部分１６０の全てあるいは一
部にくっつくために所定の大きさに作られ得る。そのデバイスが脊椎手術のために用いら
れる場合、そのデバイスは椎間空間の全てあるいは一部を占めるように所定の大きさにさ
れ得る。
【００２６】
　代わりの関節式ジョイントの特徴においては、インプラント４００の可動部分４１０は
スペーサを有さないことが出来る。１つのそのような実施形態において（図３）、凹形ジ
ョイントプレート表面４３０および凸形ジョイントプレート表面４２０は、インプラント
の上部プレート部分４５０および下部プレート部分４４０に形成される。上部プレート部
分４５０に凹形ジョイントプレート表面４３０を備えて示されているけれども、凸形ジョ
イントプレート表面４２０が上部プレート部分４５０に形成され、凹形ジョイントプレー
ト表面４３０が下部プレート部分４４０に形成されるように、ジョイントプレート表面４
２０、４３０は逆にされ得る。図３Ａに示されているように、全てのプレート部分４４０
、４５０は、骨ねじ（不図示）のための開口、溝、あるいは他の通路５８０を、あるいは
骨部分に対してプレート部分４４０、４５０を固定するための他の留め具を含み得ること
が留意される。開口、穴、あるいは他の通路５８０は、インプラントを通してのそして骨
部分の間の骨成長のための路を開くことによって癒合を進展させるために使われ得ること
が留意される。図３Ａに示されていないけれども、これらの通路５８０は、また、インプ
ラントのジョイントプレート表面を通して延在し得る。その通路は、まっすぐあるいは曲
げられ得、そして直径は変わり得る。
【００２７】
　図３のそれと類似した実施形態は、動き制限部分４６０を備えて図４に表されている。
この実施形態において、動き制限部４６０は、２つの固定支柱４７０として示されている
といっても、動作部４１０の周囲の周りに二等辺三角形の３点に概して配置されるこれら
の３つの固定支柱４７０は好まれる。固定支柱４７０は外科医によって選択されるように
、長さに関して整えられるかあるいは調節可能であり得る。整えられている場合、ユーザ
は、様々な長さの固定長の固定支柱から選択することが出来る。そして、これらの支柱は
、プレート部分４４０、４５０の支柱取付部４８０の中に位置合わされ得る。挿入を簡単
にするため、固定支柱４７０は、各端部が一緒に押されるように、それらの端部間に差し
込み結合部を有し得、そして例えば９０度のひねりが固定支柱４７０の端部を一緒にロッ
クするだろう。固定支柱４７０はプレート部分４４０、４５０内に補足的に形作られたシ
ート内で関節式に連結するための多軸ヘッドを有するのが好ましい。多軸ヘッドの例は、
半球形のヘッド外形あるいは面取りをした形のヘッド外形である。他方、固定シート４９
０は、面取りされ得るか、丸みを付けられ得るか、あるいは固定シート４９０の直径に対
してよりも支柱取付部４８０の至る所に小さな直径を有することによって形成された単線
接触を有し得る。いずれの場合においても、固定支柱４７０および固定シート４９０は、
好ましくは、所望の方向において、固定支柱４７０をしっかりと支持するべく協働する。
長さを調節可能な固定支柱４７０は、固定長の固定支柱４７０の大きさを取り合わせるこ
との必要性なしに用いられ得る。例として、図４に示されている調節可能な固定支柱４７
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０は共にねじ山を付けられ得、支柱４７０間の相対的な回転は、それらの組み合わされた
長さを短くするあるいは長くするべく一方をその他のものに対してひねるように進める。
同様に、支柱４７０は、所定の方向にプレート部分４４０、４５０を保持するべく、プレ
ート部分４４０、４５０間に広がる取り除き可能なプレート（不図示）の形態であり得る
。
【００２８】
　再建デバイスの好ましい実施形態の中の、さらに別の動き制限部分５００の形態は、図
５および６に表されている。この実施形態において、そのデバイスの上部および下部プレ
ート部分４４０、４５０は、プレート部分４４０、４５０間に、位置決めウェッジ５４０
を挿入することによって所定の方向に安定させられる。このウェッジ５４０は、全ての面
に、多くの動き制限部分と同様に、様々な所定の角のある部分を有する状態になり得、そ
れはプレート部分４４０、４５０の後にあるいはプレート部分４４０、４５０と同時にあ
るいは一緒に挿入され得る。プレート部分４４０、４５０の後の挿入と仮定すれば、ウェ
ッジ５４０の傾斜形状は、プレート４４０、４５０間で同時に摺動する間、プレート部分
４４０、４５０を離れるように動かすことによって、それらの間への挿入を容易にする。
一旦所定の位置にされると、その位置決めウェッジ５４０は共通のロッキング、留め具、
あるいはその他の取り付け方法によってプレート部分４４０、４５０間に固定される。例
えば、図６に示された実施形態では、ウェッジ留め穴５３０は位置決めウェッジ５４０に
設けられる。これらの穴は、上部および下部プレート部分４４０、４５０に位置された補
完プレート留め穴５１０とぴったりと合う。これらの穴５１０はねじ山を付けられて良く
、位置決めウェッジ５４０およびプレート部分４５０、４４０間に延びる留め具を収容し
得る。
【００２９】
　代替的に、そして別の例として、位置決めウェッジ５４０は上部および／あるいは下部
プレート部分４５０、４４０の前部を横切って延びるロッキング・タブ５５０を有し得る
。留め具あるいは他の連結器は、ロッキング・タブ５５０をプレート部分４５０、４４０
に固定するために使われ得る。さらに別の例として、ウェッジ５４０および／またはプレ
ート部分４４０、４５０は、一旦ウェッジがプレート部分４４０、４５０間に挿入される
と噛み合う、ロッキング隆起部、歯、段、突起５６０、ロッキング凹部５７０、あるいは
他の留め具を含み得る。特に、位置決めウェッジ５４０は、それの簡単な形状に起因して
骨あるいは骨代替物から作られるのに適していて、そして、それは生体吸収性があり得る
。
【００３０】
　既に述べたように、動き制限部は、硬化型ポリマーのような、圧縮できないあるいは最
低限の圧縮が可能な充填材料でいっぱいにされたバルーンであり得る。例えば、位置決め
ウェッジ５４０は、楔形のバルーンであり得る。典型的には、このバルーンは、穴のあけ
られた進入部位を有するか、あるいは膨らむ充填材料のための入口を提供するためのバル
ブを有する。バルーンの膨張用に選択される好ましい材料は、硬化型ポリマーあるいは骨
セメントである。もっとも、それは生理食塩水のような任意の様々な流体の中にあるけれ
ども。様々な大きさおよび角のある部位を有するバルーンが提供されるのが好ましい。満
たされているとき、そのバルーンは所定の形状に膨らみ、それによって、プレート部分４
４０、４５０を所定の方向に位置付ける。代わりに、プレート部分４４０、４５０は、初
めに、所望の方向に位置付けられ得、後でこの方向に保持するべくバルーン内の材料を硬
化することによって続かれる。しかしながら、プレート部分４４０、４５０の方向は、埋
め込みのどの段階ででも修正され得る。そのバルーンは、インプラントのプレート部分お
よび／または動き部分の埋め込みの前、その間、あるいはその後に、動き制限部が挿入さ
れあるいは別の方法で配備され得るやり方のたかだか１つの例である。
【００３１】
　デバイスの別の例は他の関節式ジョイントの特徴を含むので、ジョイント表面部分の１
つまたは複数の構成要素は、図７および図８に示されているデバイス６００のように、プ
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レート部分の中へ滑らされ、その内部に取り付けられ、それに固定され、あるいは別の方
法で収容されるインサートに形成され得る。デバイス６００は、同様の上部プレート部分
６３０および下部プレート部分６４０を有する。インプラントの可動部分６１０はインサ
ートスペーサ７００を含み、インサートスペーサ７００はジョイントプレート表面７１０
と関節式に連結するジョイントインサート表面６９０を有する。インサートスペーサ７０
０は挿入され、あるいは別のやり方でプレート部分６３０、６４０の一方によって保持さ
れ得る。インサートスペーサ７００は、インサートスペーサ７００をプレート部分６４０
に固定するべく、下部プレート部分６４０の凹部（不図示）の中へ入る１つあるいは複数
のインサートロッキング・タブ６５０のような特徴を含み得る。その上、インサートスペ
ーサ７００がインサートレール７２０を含み得るのに対して、下部プレート部分６４０は
補完インサートガイド７３０を有する。もっとも、この構造は逆にされ得るけれども。イ
ンサートスペーサ７００は下部プレート部分６４０の内部に固定されるけれども、スペー
サ７００はそれの概して平らな底部に沿う面内で摺動するための幾つかの能力を有し、し
かして、プレート部分６３０、６４０の間に付加的な動きの自由度を加えるように、イン
サートスペーサ７００はある大きさに作られ得、そして、形成され得る。
【００３２】
　デバイス６００の動き制限部分６２０は、インサートスペーサ７００と結合する角のあ
る柱部６８０を含む。一旦インサートスペーサ７００が下部プレート部分６４０の中へ滑
るように動くと、その動き制限部分６２０は、インサートスペーサ７００に固定される。
これは、インサートスペーサ７００を通して突き出した角のある柱部６８０およびインサ
ートスペーサ７００の解放を妨げる下部プレート部分６４０のためである。
【００３３】
　動き制限部分６２０は角のある部分を提供し得る。この目的に向かって、角のある柱部
６８０は、様々な傾斜あるいは角度を伴って、そして様々な高さを有して提供され得、そ
れによって所定の且つ所望の量の角のある部分を提供する。少なくとも１つの角のある柱
部６８０は、好ましくは、結合する上部プレート部分６３０上のロッキング凹部６６０に
受け入れられる回転防止タブ６７０を含む。２つの物体間の回転を妨げるように共通する
同様の特徴が用いられ得る。
【００３４】
　全ての実施形態に関して、インプラントのこれらの骨表面係合部分１１０、１２０は、
それらが突起を含むかどうかにかかわらず、インプラントの中への最適の骨の内部成長の
ために１００～１０００μｍの範囲の孔を複数有する多孔質表面１４０を有し得る。例え
ば、多孔質表面１４０は、多孔質ニチノールあるいはタンタルのような多孔質材料、金属
粒子を焼結したような多孔質コーティング、あるいは骨セグメント１６０に対するインプ
ラント１００の固定を助けるように骨がその中へ成長し得る他の同様に役目を果たす材料
を備え得る。
【００３５】
　本発明の特定の実施形態が表されて記述されたけれども、特徴の幾多の変更、修正およ
び組み合わせが当業者に見出されることは理解されるだろう、そして、本発明の真の精神
および範囲内に含まれる全てのそれらの変更、修正および組み合わせを包含することが、
添付された特許請求の範囲では意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】実施形態が配備されたところを表した図である。
【図２】図１の実施形態の分解図である。
【図３】別の実施形態を表した図である。
【図３Ａ】図３に表した実施形態のプレート部分の通路を表した図である。
【図４】図３の実施形態と類似した実施形態を表した図である。
【図５】別の実施形態を表した図である。
【図６】図５の実施形態の動き制限部分を表した図である。
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【図７】別の実施形態を表した図である。
【図８】図７の実施形態の分解図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図３Ａ】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】
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